
海
船
二
隻
を
備
え
て
水
梢
を
率
領
す
る
に
、
毎
船
に
均
幇
す
る
上
下
の
員
役

は
共
に
二
百
人
の
数
に
盈
た
ず
。
煎
熟
硫
黄

一
万
二
千
六
百
斤

・
海
螺
殻
三

千
個

・
紅
銅
三
千
斤
を
載
運
し
て
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
前
赴
し
て
投

逓
し
、
起
送
し
て
京

に
赴
く
。

拠
り
て
差
去
す
る
員
役
は
、
並
び
に
文
憑
無
く
ば
誠

に
所
在
の
官
軍
の
阻

留
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
恐
る
。
理
と
し
て
合
に
符
文
を
給
発
し
て
以
て
通
行

に
便
な
ら
し
む
べ
し
。
此
の
為
に
王
府
、
今
、
義
字
第
三
十
六
号
半
印
勘
合

符
文
を
給
し
て
都
通
事
鄭
明
良
等
に
付
し
、
収
執
し
て
前
去
せ
し
む
。
如
し

経
過
の
関
津
及
び
沿
海
巡
哨
の
官
軍
の
験
実
に
遇
わ
ば
、
即
便

に
放
行
し
、

留
難
し
遅
？
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
得
し
む
る
毋
れ
。
須
ら
く
符
文
に
至
る
べ

き
者
な
り
。

計
開
　

赴
京

の

耳
目
官

一
員
　
呉
世
俊
　
人
伴

一
十
三
名

正
議
大
夫

一
員
　
鄭
永
安
　
人
伴

一
十
三
名

都
通
事

一
員
　
鄭
明
良
　
人
伴
七
名

在
船
都
通
事

一
員
　
楊
春
栄
　
人
伴
五
名

在
船
使
者
四
員
　
和
思
温
　
倪
定
基
　
武
国
柱
　
牛
功
挙
　
人
伴

一

十
六
名

存
留
通
事

一
員
　
蔡
炳
　
人
伴
七
名

在
船
通
事

一
員
　
阮
廷
嘉
　
人
伴
四
名

管
船
火
長

・
直
庫
四
名
　
毛
思
恭
　
阮
文
煥
　
馬
施
顧
　
丙
超
才

右
の
符
文
は
都
通
事
鄭
明
良
等
に
付
し
、
此
れ
に
准
ぜ
し
む

康
煕
二
十
三
年

(
一
六
八
四
)
十

一
月
二
十
五
日
給
す

注

*
こ
の
進
貢
に
関
連
す
る
記
事
が

『清
実
録
』
康
熙
二
十
四
年
十

一
月
乙
亥

・

十
二
月
辛
卯
の
条

に
あ
る
。
ま
た
注

(2
)
の
阮
廷
嘉
の
家
譜

に
よ
れ
ぼ
、

こ
の
進
貢
船
中

一
隻
は
帰
途
に
康
熙
二
十
四
年
七
月
十
六
日
、
八
重
山
で
破

船
し
沈
没
し
た
。

(1
)
蔡
炳
　

一
六
五
七
―

九
四
年
。
久
米
村
蔡
氏

(儀
間
家
)
十

一
世

(『家

譜

(二
)
』
二
六
三
頁
)
。

(2
)
阮
廷
嘉
　

一
六
四
七
－
八
五
年
。
久
米
村
阮
氏

(？
宮
城
家
)
四
世
。

こ
の
進
貢

の
帰
途
に
八
重
山
で
水
死
し
た

(『家
譜

(二
)
』
一
五
六
頁
)。

1-27-14

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
と
官
生
梁
成
楫
等
の
入
学
の
た
め
耳
目
官
魏
応

伯
等
を
遣
わ
す
符
文

(
一
六
八
六
、

一
一
、
四
)

琉
球
国
中
山
王
尚

(貞
)
、
進
貢

の
事
の
為
に
す
。

旨
の
二
年

一
貢
を
奉
じ
、
欽
遵
せ
る
は
案
に
在
り
。
査
す
る
に
、
康
煕
二

十
五
年

(
一
六
八
六
)
は
循
期
に
該
応
る
。
擬
す
る
に
合
に
進
貢
す
べ
く
、

敢
え
て
愆
越
せ
ず
。
此
の
為
に
今
、
耳
目
官
魏
応
伯

・
正
議
大
夫
曾
益

・
都

通
事
蔡
応
祥
等
の
官
を
遣
わ
し
、
表
・咨
を
齎
捧
し
て
前
来
し
進
貢
せ
し
む
。

因
り
て
海
船
二
隻
を
備
え
て
水
梢
を
率
領
す
る
に
、
毎
船

に
均
幇
す
る
上



下
の
員
役
は
共
に
二
百
人
の
数
に
盈
た
ず
。
煎
熟
硫
黄

一
万
二
千
六
百
斤

・

海
螺
殻
三
千
個

・
紅
銅
三
千
斤
を
載
運
す
る
外
、
又
、
欽
ん
で
聖
恩
も
て
陪

臣
の
子
弟
の
入
監
し
て
読
書
し
執
経
し
問
字
す
る
を
兪
允
す
る
を
蒙
り
、
敝

国
、
頂
踵
報
い
難
き
も
愚
誠
を
謹
瀝
し
、
虔
ん
で
土
産
の
薄
物
の
囲
？
紙
三

千
張

・
細
嫩
蕉
布
五
十
匹
等
の
物
を
将
て
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
前
赴

し
て
投
納
し
、
転
解
し
て
京
に
赴
き
聖
祉
を
頂
祝
せ
し
む
。

此
れ
に
拠
り
差
去
す
る
員
役
は
、
並
び

に
文
憑
無
く
ば
誠
に
所
在
の
官
軍

の
阻
留
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
恐
る
。
理
と
し
て
合
に
符
文
を
給
発
し
て
以
て

通
行
に
便
な
ら
し
む
べ
し
。
此
の
為

に
王
府
、
今
、
義
字
第
四
十
号
半
印
勘

合
符
文
を
給
し
て
都
通
事
蔡
応
祥
等
に
付
し
、
収
執
し
て
前
去
せ
し
む
。
如

し
経
過
の
関
津
及
び
沿
海
巡
哨
の
官
軍
の
験
実
に
遇
わ
ば
、
即
便
に
放
行
し
、

留
難
し
遅
？
し
て
便
な
ら
ざ
る
を
得
し
む
る
毋
れ
。
須
ら
く
符
文
に
至
る
べ

き
者
な
り
。

計
開
　

赴
京
の

耳
目
官

一
員
　
魏
応
伯
　
人
伴

一
十
二
名

正
議
大
夫

一
員
　
曾
益
　
人
伴

一
十

一
名

都
通
事

一
員
　
蔡
応
祥
　
人
伴
五
名

在
船
使
者
四
員
　
雍
克
寛
　
倪
定
基
　
栢
忠
　
武
国
柱
　
人
伴
十
六
名

在
船
都
通
事
二
員
　
林
茂
豊
　
毛
文
善
　
人
伴
八
名

存
留
通
事

一
員
　
鄭
士
綸
　
人
伴
四
名

在
船
通
事

一
員
　
鄭
弼
良
　
人
伴
四
名

官
生
四
員
　
梁
成
楫
　
鄭
秉
均
　
阮
維
新
　
蔡
文
溥
　
人
伴
四
名

管
船
火
長

・
直
庫
四
名
　
阮
廷
章
　
陳
彦
達
　
衛
法
魯
　
安
佐
度

右
の
符
文
は
都
通
事
蔡
応
祥
等
に
付
し
、
此
れ
に
准
ぜ
し
む

康
煕
二
十
五
年

(
一
六
八
六
)
十

一
月
初
四
日
給
す

符
文

注

*
こ
の
進
貢
船
二
隻
の
う
ち
官
生
の
同
乗
し
た
船
は
、
久
米
島
付
近
で
嵐

の
た

め
帆
柱
が
折
れ
て
宮
古
島

に
漂
着
。
翌
年
五
月
、
那
覇
に
帰
航
し
て
船
体
を

修
理
の
後
、
九
月
に
出
航
し
た
。
も
う

一
隻
は
関
連
す
る
家
譜
に
よ
れ
ば
、

船

の
不
足
に
よ
り
二
十
五
年
に
は
出
発
せ
ず
翌
年
三
月
に
出
航
し
た
と
あ
る
。

〔三
五
-〇
八
〕
〔三
五
-
〇
九
〕
参
照
。
『清
実
録
』
に
は
康
煕
二
十
七
年
二

月
己
酉
と
十
月
癸
卯
の
条
に
入
貢
の
記
事
が
あ
る
。

(1
)
雍
克
寛
　
伊
波
親
雲
上
興
憲
。
生
没
年
不
詳

(『家
譜

(二
)』
七

一
〇

頁
、
毛
文
善
の
譜
)。

(2
)
鄭
弼
良
　

一
六
五
七
－
九

一
年
。
花
城
親
雲
上
。
久
米
村
鄭
氏

(池
宮

城
家
)
十
二
世
。
こ
の
時
福
建
で
罪
を
犯
し
、
帰
国
し
て
か
ら
流
罪
と

な
る
が
脱
走
し
て
死
罪
と
な
る

(『家
譜

(二
)』
五
七
八
頁
)。

(3
)
鄭
秉
均
　

こ
の
航
海
中
の
嵐

の
際
、
折
れ
た
帆
柱
に
当
た

っ
て
死
亡
し

た
。

〔〇
六
-
一
七
〕
注

(15
)
参
照
。


